
　ひとり親でお子さん（18歳に達する日以後の
最初の3月31日までの間、又は20歳未満で中度以
上の障害のあるもの）を監護している母、監護し、
かつこれと生計を同じくしている父、又はこれら
に代わってお子さんを養育している人に支給し
ます。（施設入所のお子さんを除く。）なおこの手
当は、配偶者が重度の障害者である場合も支給さ
れることがあります。（所得制限があります。）

児童扶養手当児童扶養手当1

6 ひとり親家庭のために

支 給 額 44,140円～ 10,410円
（お子さん1人の場合）

※所得制限内の場合は、所得に応じた手当が支給
されます。

問 合 せ 生活支援課　TEL 39-2338
または各支所地域振興・市民生活
課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

　ひとり親家庭の母又は父が、就職に役立つ教
育訓練講座を受講し、終了した場合、受講費用の
一部を給付します。

自立支援教育訓練
給付金
自立支援教育訓練
給付金2

対 象 者 児童扶養手当またはひとり親家庭
等医療費の助成を受けているか、
または同等の所得水準の方

申請期限 受講開始の1か月前まで

給付金の額 対象経費（入学料及び受講料）の6
割（上限20万円、下限1万2,001円）

※看護師等の専門資格の取得を目指す教育訓練
の場合の上限は40万円×修学年数（最大160万円）

問 合 せ 生活支援課　TEL 39-2338

　ひとり親家庭等の医療費を助成します。医療
費の自己負担額から※一部負担金を差引いた額
を助成します。（所得制限があります。）

ひとり親家庭等の
医療費助成
ひとり親家庭等の
医療費助成3

対 象 ○ひとり親家庭の父または母とお
　子さん
○養育者と養育するお子さん
○父または母に一定の障害のある
　場合、お子さんを監護する父ま
　たは母とお子さん

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2319
または各支所地域振興・市民生活
課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

手 続 き 受給者証の交付を受けてください。

※一部負担金　通院　530円／回
　　　　　　　（医療機関ごと。月5回目以降は無料）
　　　　　　　入院 1,200円／日 

　母子家庭、父子家庭及び寡婦の方に経済的な
自立をお手伝いするとともに、扶養しているお
子さんの福祉の増進を図ることを目的として、
県が資金をお貸しする制度です。

母子・父子・寡婦に対する
福祉資金貸付制度
母子・父子・寡婦に対する
福祉資金貸付制度4

対 象 20歳未満のお子さんを扶養して
いる母子家庭の母、父子家庭の父、
寡婦など。

貸付内容 修学資金、就学支度資金等12種類
の資金があります。

※お子さん等を扶養していない人及び40歳以上
　の単身女性の場合には所得制限があります。※お子さんは18歳に達する日以後の最初の3月

　31日までの間、又は20歳未満で中度以上の障
　害があるものが対象となります。 問 合 せ 新潟県長岡地域振興局健康福祉環

境部地域福祉課　TEL 33-4937問 合 せ 子ども・子育て課　TEL 39-2393

民間児童クラブ（有料）　※詳細は直接お問い合わせください。
・「豊愛」子どもの森 （栄町3-4-7） 社会福祉法人芳香稚草園 TEL 52-1791
・みつば学習教室 （花園南1-69） ㈱安全給食サービス TEL 34-3002
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施設名 所在地地域 児童館 電話
番号

児　童
クラブ

子ども
教　室

35-9835
36-7018
080-2066-0244

23-0004
22-2251
22-2153
35-2939
080-8001-8410

22-0813
22-3195
23-0977
23-2002
080-7824-2875

28-9515
27-1000
28-0225
27-5029
27-3021
29-0808
46-3341
46-5301
27-0638
46-2022
46-2201
46-2052
42-8313
66-2024
66-5021
080-9552-4043

080-1117-8211

080-8895-7860

92-5479
080-9299-6765

070-4458-1923

080-2180-4321

080-8816-5953

090-3091-8626

59-3070
090-5348-4723

080-2290-7339

090-2533-0759

52-3191
52-1531
52-2910
89-8808
72-4080
070-4491-0183

悠久町3-734
柿町650-4
曲新町564
豊詰町227
十日町1220-2
中潟町728
宮栄3-21-27
宮栄3-21-27
滝谷町143
村松町2735
前島町75
濁沢町482-3
学校町1-1-1
下柳2-5-29
福戸町2606-1
花井町1019
緑町3-55-41
緑町3-59-10
西津町2301-1
才津西町2200子
深沢町3081-3
宝地町753
五反田町950
大積町1-甲1083
宮本町1-甲105-2
青葉台4-15
中野西甲700
中之島中条丙16
中之島6105
鶴ヶ曽根1162
中条新田92
来迎寺1647
来迎寺3697
不動沢210-2
脇野町1140-1
鳥越甲420
小国町新町304-1
山古志竹沢甲2837-1
小島谷3545-1
寺泊求草1035
寺泊一里塚3890
上の原町1-18
栃尾原町4-3-1
栃堀53
吉水2047
与板町与板甲339-1
西川口1149

栖吉児童館（コミュニティセンター内）
山通児童館（コミュニティセンター内）
上組児童館（コミュニティセンター内）
上組第二児童クラブ（上組小学校隣接プレハブ）
十日町児童館（コミュニティセンター内）
六日市児童館（コミュニティセンター内）
宮内児童館（コミュニティセンター分館内）
宮内第二児童クラブ（コミュニティセンター分館内）
山谷沢児童館（岡南小学校内）
石坂児童館（石坂小学校内）
前川児童館（前川小学校内）
太田児童館（コミュニティセンター内）
新潟大学附属長岡小学校児童クラブ（小学校内）
上川西児童館（コミュニティセンター分室内）
福戸児童館（コミュニティセンター内）
下川西児童館（下川西小学校内）
大島児童館（コミュニティセンター内）
大島第二児童クラブ（コミュニティセンター隣接施設）
希望が丘児童センター（コミュニティセンター内）
才津児童館（才津小学校隣接プレハブ）
深沢児童館（町内会施設）
日越児童館（コミュニティセンター内）
関原児童館（コミュニティセンター内）
大積児童館（コミュニティセンター内）
宮本児童館（コミュニティセンター内）
青葉台児童館（青葉台小学校隣接施設）
みずほ児童館（みずほ保育園内）
中条児童館
上通児童クラブ（中之島コミュニティセンター上通分室内）
中之島中央児童クラブ（中之島中央小学校内）
信条児童クラブ（信条小学校内）
越路ひだまり児童クラブ（越路児童交流会館内）
越路ひだまり児童クラブ分室（越路保健センター内）
越路るんるん児童クラブ（越路地域交流館内）
脇野町児童クラブ（みしま交流センター内）
日吉児童クラブ（日吉小学校内）
おひさま児童クラブ（おぐにコミュニティセンター内）
やまっ子クラブ（山古志体育館内）
和島児童クラブ（和島小学校内）
大河津児童クラブ（大河津小学校内）
寺泊児童クラブ（寺泊小学校内）
栃尾南児童クラブ（栃尾南小学校内）
栃尾東児童クラブ（栃尾東小学校内）
東谷児童クラブ（東谷小学校内）
下塩児童クラブ（みどり社会福祉協会施設内）
たちばなクラブ（与板ふれあい交流センター内）
川口児童クラブ（川口小学校内）
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　身体障害者福祉法等に基づく
各種サービスを受けるときに必
要な手帳を交付しています。

　在宅の、常時介護が必要な重度の障害を有す
るお子さん（20歳未満）に対して支給される手当
です。

障害児福祉手当障害児福祉手当2

支 給 額 月額15,220円

※児童福祉施設入所者や所得制限以上の人は支
　給されません。

支 給 額 月額35,760円または53,700円

※児童福祉施設入所者（母子入所は除く）や所得
　制限以上の人は支給されません。

　身体又は精神に障害のある20歳未満のお子さ
んを家庭で育てている父母または養育者に支給
される手当です。

特別児童扶養手当特別児童扶養手当3

手帳の交付手帳の交付1

対 象 視覚や聴覚、音
声・言 語 機 能、
肢体不自由、心
臓機能、腎臓機
能、呼吸器機能
等に永続すると
認められる障害
のある人

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2343　または各支所地域振興・市民生活課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2343
または各支所地域振興・市民生活
課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

問 合 せ 福祉課　TEL 39-2343
または各支所地域振興・市民生活
課（栃尾支所は市民生活課）
（一覧表P     ）

発達に心配のある
お子さんのために

　知的障害のある人が各種サー
ビスを受けやすくするために手
帳を交付しています。

対 象 児童相談所また
は知的障害者更
生相談所におい
て知的障害と判
定された人

　精神障害のある人の福祉や社
会参加、社会復帰をしやすくす
るために交付しています。

対 象 精神障害のため
に長期にわたっ
て日常生活や社
会生活への制約
があると認めら
れた人

身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳
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　児童扶養手当受給者等の就労への支援を、公共職業安
定所や母子家庭等就業・自立支援センター等の関係機関
とともにお手伝いする制度です。

対 象 者 自立・就業に対する意欲のある児童扶
養手当受給者など

問 合 せ 生活支援課　TEL 39-2338

　母子世帯の母が、生活上のいろいろな問題のため、お
子さんの養育が十分にできない場合など、母子ともに保
護が必要な場合に利用する施設です。母子を保護すると
ともに、自立促進のための支援も行われます。

母子生活支援施設
への入所
母子生活支援施設
への入所5 母子・父子自立支援

プログラム
母子・父子自立支援
プログラム6

対 象 配偶者のいない女子、またはこれに準
ずる事情にある女子であって、養育し
ている18歳未満のお子さんについて十
分な養育ができない母及びお子さん

費 用 入所に要する措置費用は市費で負担し
ますが、生活保護法による被保護世帯
以外の方は、所得に応じ一部自己負担
があります。

問 合 せ 生活支援課　TEL 39-2338

対 象 者 以下の要件に全て該当する方
①児童扶養手当またはひとり親家庭等医療費助成を受給しているか、または受給できる所得水準にあること。
②資格を取得するため、養成機関において6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者
であること。
③就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること。

　ひとり親家庭の母又は父が、定められた資格を取得するため6月以上養成機関に通う場合、生活費相当額を支給します。

高等職業訓練促進給付金高等職業訓練促進給付金7

対象資格 看護師・准看護師・保育士・介護福祉士・作業療法士・理学療法士　等

問 合 せ 生活支援課　TEL 39-2338

支 給 額 市民税非課税世帯　月額　100,000円（修学期間の最後の1年は140,000円）
課税世帯　　　　　月額　　70,500円（　　　　　〃　　  　　110,500円）
（修業する全期間を対象とし、支給期間上限4年）

対 象 者 児童扶養手当の支給を受けている又は同等の所得水準にあり、養育費の対象となる児童を現に扶養している者

　ひとり親家庭の子どもが、養育費を確実に受け取ることができるように、養育費の確保に対する支援を行います。

養育費確保支援事業養育費確保支援事業8

対象経費 養育費に関する債務名義取得費用、養育費保証契約の保証料等

問 合 せ 生活支援課　TEL 39-2338

補助金の額 経費の合計額の1/2（最大2万5千円）
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